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(57)【要約】
【課題】ベッドに振動が加わった際にがたつき音が発生
することを防止できるベッドを提供する。
【解決手段】上ベッド１の４隅の上支柱２と、下ベッド
３の４隅の下支柱４とを相互に連結する支柱連結構造Ｗ
を備えたベッドに於て、上支柱２の下端面５から第１縦
孔６を形成し、かつ、下支柱４の上端面７から第２縦孔
８を形成する。上端13及び下端14に横ネジ孔15を設けた
丸棒状の連結ピン16を、第１縦孔６と第２縦孔８に挿入
する。上支柱２の第１縦孔６に通ずる第１横孔９を形成
し、かつ、下支柱４の第２縦孔８に通ずる第２横孔10を
形成する。ネジ19を第１横孔９及び第２横孔10の各々か
ら挿入して、連結ピン16の横ネジ孔15に螺着する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上ベッド（１）の４隅の上支柱（２）と、下ベッド（３）の４隅の下支柱（４）とを相
互に連結する支柱連結構造（Ｗ）を備えたベッドに於て、
　上記上支柱（２）の下端面（５）から第１縦孔（６）を形成し、かつ、上記下支柱（４
）の上端面（７）から第２縦孔（８）を形成し、上端（13）及び下端（14）に横ネジ孔（
15）を設けた丸棒状の連結ピン（16）を、上記第１縦孔（６）と第２縦孔（８）に挿入し
、かつ、上記上支柱（２）の第１縦孔（６）に通ずる第１横孔（９）を形成し、かつ、上
記下支柱（４）の第２縦孔（８）に通ずる第２横孔（10）を形成し、ネジ（19）を上記第
１横孔（９）及び第２横孔（10）の各々から挿入して、上記連結ピン（16）の横ネジ孔（
15）に螺着することを特徴とするベッド。
【請求項２】
　上記第１横孔（９）は、上記上支柱（２）の横断面の長辺（11）側でかつベッド内面（
Ｅ）側から形成され、かつ、上記第２横孔（10）は、上記下支柱（４）の横断面の長辺（
12）側でかつベッド内面（Ｅ）側から形成されている請求項１記載のベッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上ベッドの４隅の上支柱と下ベッドの４隅の下支柱とを相互に連結する支柱連結
構造を備えたベッドに於て、支柱連結構造には、連結ピンが用いられている（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
　しかし、連結ピンは丸棒という単純な形状であって、ベッドに振動が加わると上下ベッ
ドががたがたと音がするという欠点があった。そして、ベッドを使用するにあたり、不安
感を与えるという欠点があった。特に、地震に対して不安を抱かせるものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－６７８２０公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　解決しようとする課題は、ベッドに振動が加わると上下ベッドががたがたと音がする点
である。そして、ベッドを使用するにあたり、不安感を与える点である。特に、地震に対
して不安を抱かせる点である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明に係るベッドは、上ベッドの４隅の上支柱と、下ベッドの４隅の下支柱
とを相互に連結する支柱連結構造を備えたベッドに於て、上記上支柱の下端面から第１縦
孔を形成し、かつ、上記下支柱の上端面から第２縦孔を形成し、上端及び下端に横ネジ孔
を設けた丸棒状の連結ピンを、上記第１縦孔と第２縦孔に挿入し、かつ、上記上支柱の第
１縦孔に通ずる第１横孔を形成し、かつ、上記下支柱の第２縦孔に通ずる第２横孔を形成
し、ネジを上記第１横孔及び第２横孔の各々から挿入して、上記連結ピンの横ネジ孔に螺
着するものである。
　また、上記第１横孔は、上記上支柱の横断面の長辺側でかつベッド内面側から形成され
、かつ、上記第２横孔は、上記下支柱の横断面の長辺側でかつベッド内面側から形成され
ているものである。
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【発明の効果】
【０００７】
　本発明のベッドによれば、ベッドに振動が加わった際にがたつき音が発生することを防
止できる。そして、安全性に優れ、ベッドを使用する人に安心感を与えることができる。
さらに、地震対策となる。また、外観上スマートである。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の一形態を示す側面図である。
【図２】正面図である。
【図３】図１の部分Ｃを矢印Ａ方向から見た要部拡大図である。
【図４】図３のＸ－Ｘ断面図である。
【図５】図３のＹ－Ｙ断面図である。
【図６】図３のＺ－Ｚ断面図である。
【図７】連結ピンを示す側面図である。
【図８】連結ピンを示す正面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１・図２は、本発明の実施の一形態を示す。このベッドは、上ベッド１の４隅の上支
柱２と、下ベッド３の４隅の下支柱４とを相互に連結する支柱連結構造Ｗを備えている。
支柱連結構造Ｗは、次のように構成される。
【００１０】
　図３～図６（図３は図１の部分Ｃを矢印Ａ方向から見た要部拡大図である。）に示すよ
うに、上支柱２の下端面５から第１縦孔６が形成され、かつ、下支柱４の上端面７から第
２縦孔８が形成されている。上支柱２の第１縦孔６に通ずる第１横孔９が形成され、かつ
、下支柱４の第２縦孔８に通ずる第２横孔10が形成されている。第１横孔９は、上支柱２
の横断面の長辺11側でかつベッド内面Ｅ側から形成され、かつ、第２横孔10は、下支柱４
の横断面の長辺12側でかつベッド内面Ｅ側から形成されている。
【００１１】
　図７・図８に示すように、上端13及び下端14に横ネジ孔15を設けた丸棒状の連結ピン16
を、備える。連結ピン16の横ネジ孔15は、貫通しており、軸心を含む一縦断面に関して対
称状となっている。これにより、連結ピン16を軸心廻りに180°回転させた向きとしても
使用することができ、至便である。連結ピン16は、横ネジ孔15の開口部17に誘導勾配面18
を有する。誘導勾配面18により、後述のようにネジ19（図３～図６参照）を挿入する際、
ネジ19の先端部20が誘導されてネジ19を容易・迅速に挿入することができる。
【００１２】
　上ベッド１と下ベッド３を連結するには、図３～図６に示すように、連結ピン16を、第
１縦孔６と第２縦孔８に挿入する。その後、ネジ19を第１横孔９及び第２横孔10の各々か
ら挿入して、連結ピン16の横ネジ孔15に螺着する。
【００１３】
　なお、本発明は、設計変更可能であって、例えば、全体が３段ベッドであっても良い、
この場合、相互に連結される２つのベッド部に注目して上側のベッドを上ベッド１、下側
のベッドを下ベッド３とみなす。
【００１４】
　以上のように、本発明は、上ベッド１の４隅の上支柱２と、下ベッド３の４隅の下支柱
４とを相互に連結する支柱連結構造Ｗを備えたベッドに於て、上支柱２の下端面５から第
１縦孔６を形成し、かつ、下支柱４の上端面７から第２縦孔８を形成し、上端13及び下端
14に横ネジ孔15を設けた丸棒状の連結ピン16を、第１縦孔６と第２縦孔８に挿入し、かつ
、上支柱２の第１縦孔６に通ずる第１横孔９を形成し、かつ、下支柱４の第２縦孔８に通
ずる第２横孔10を形成し、ネジ19を第１横孔９及び第２横孔10の各々から挿入して、連結
ピン16の横ネジ孔15に螺着するので、ベッドに振動が加わった際にがたつき音が発生する
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ことを防止できる。そして、安全性に優れ、ベッドを使用する人に安心感を与えることが
できる。さらに、上ベッド１が脱落する危険性を無くして、地震対策となる。
【００１５】
　また、第１横孔９は、上支柱２の横断面の長辺11側でかつベッド内面Ｅ側から形成され
、かつ、第２横孔10は、下支柱４の横断面の長辺12側でかつベッド内面Ｅ側から形成され
ているので、外観上スマートである。
【符号の説明】
【００１６】
　１　上ベッド
　２　上支柱
　３　下ベッド
　４　下支柱
　５　下端面
　６　第１縦孔
　７　上端面
　８　第２縦孔
　９　第１横孔
　10　第２横孔
　11　長辺
　12　長辺
　13　上端
　14　下端
　15　横ネジ孔
　16　連結ピン
　19　ネジ
　Ｅ　ベッド内面
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